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Topics

病院機能改善支援セミナー【事務管理】を開催　（評価事業推進部）

　評価事業推進部では、病院機能評価の受審準備支援を目的とし、「病院機能改善支援セミナー【事務管
理】」を開催し、約80名の方々にご参加と、約80病院からのWebオンデマンド視聴をいただきました。
　受審準備病院よりセミナー開催の要望が多かった「事務管理領域に特化したセミナー」をメインテーマと
し、事務管理サーベイヤーの鈴木紀之氏による講演と、質疑応答を行いました。
　全体を通して、事務管理領域の評価項目
や受審準備に向けた取り組みについて、深
い理解が得られたとの感想を数多くいただ
きました。
　本セミナーの次回開催については、当機
構ホームページ等でお知らせする予定です。

「第７回　再発防止に関する報告書」の公表について　（産科医療補償制度運営部）

　産科医療補償制度では、「再発防止に関する報告書」を毎年１回取りまとめており、本年３月に第７回の
報告書を公表しました。本報告書では、「早産について」「多胎について」のテーマに沿った分析を行い、切
迫早産と常位胎盤早期剥離の鑑別診断、双胎の経腟分娩の分娩管理の重要性について提言をしました。
　また、今回の報告書から、新た
な章として「産科医療の質の向
上への取組みの動向」を設けまし
た。ここでは、ある一定の条件を
定め、「胎児心拍数聴取」などの
テーマについて児の出生年ごとに
集計した結果を掲載し、「再発防
止委員会からの提言」が産科医療
の質の向上に活かされているか、
その動向を把握しています。

第１回 医療安全マスター養成プログラムを開催　（評価事業推進部）

　評価事業推進部では、病院において医療安全の実務を担う方の日常業務のパフォーマンス向上を支援
する目的で「医療安全マスター養成プログラム」を新たに開講し、第１回を３月４日～５日に開催しました。
　研修では、レベルアップを目指す医療安全管理者の方に学んでいただきたい重要な理論や考え方を「予
防的安全管理」と「リスクが顕在化した後の危機管理」という２日間のプログラムに整理し、講義とディス
カッションを通じて提供しました。
　次年度以降も、内容と継続学習の場を拡
充しながら開催してまいります。次回開催に
ついては、当機構ホームページ等でお知ら
せします。

６）前期破水となった事例
　早産期の前期破水は、子宮内感染を含む幅広い病的機序から生じ得る７）。また、早産期の
前期破水の２～５％に常位胎盤早期剥離が合併する８）とされている。
　分析対象事例357件において前期破水となった事例は74件（20.7％）であり、このうち	
一般審査であった分析対象事例が38件、個別審査であった分析対象事例が36件であった。
　これらの事例の前期破水となった週数の分布は図４－Ⅱ－８のとおりである。

図４－Ⅱ－８　前期破水となった週数の分布
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　前期破水事例の胎児付属物所見は表４－Ⅱ－17のとおりである。
　常位胎盤早期剥離が18件（24.3％）、絨毛膜羊膜炎が22件（29.7％）、臍帯脱出が４件（5.4％）
であった。
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胎児心拍数基線は140・145拍/分の正常脈で、基線細変動は減少し、
全ての子宮収縮に伴って出現する軽度および高度遅発一過性徐脈を認める
ので、胎児低酸素状況が続いていることが強く示唆される所見である。
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「診療ガイドライン活用事例紹介」新規掲載　（EBM医療情報部）

　EBM医療情報部では、診療ガイドラインがより活用されることを目指し、2016年度に診療ガイドライ
ン活用促進部会を立ち上げ、活用に関するさまざまな検討を行っています。その活動の一環として、診療ガ
イドラインを日々の診療に活用されている医療機関やその取り組みを、Mindsウェブサイトでご紹介してい
ます。そしてこのたび、２例目となる、「練馬光が丘病院（東京都）の取り組み」を掲載しましたのでぜひご
覧ください。

○診療ガイドライン活用事例紹介
　http://minds4.jcqhc.or.jp/implementation/case-study.html

　なお、取材させていただける施設を引き続き募集しています。診療ガイドライン活用の取り組みを取材さ
せていただける施設がございましたら、minds.help@jcqhc.or.jp にご連絡をお願いします。

報告書などの公表について　（医療事故防止事業部）

　医療事故情報収集等事業は、2016年10月～12月に報告いただいた医療事故情報とヒヤリ・ハット事例
を取りまとめた第48回報告書を３月27日に公表しました。本報告書では、以下のテーマを取り上げました。
　○腫瘍用薬に関連した事例　④「実施、実施に伴う確認・観察」の事例　　　
　○ 蘇生時、アドレナリンを投与するところノルアドレナリンを投与した事例
　○ 下肢閉塞性動脈硬化症の患者への弾性ストッキング装着に関連した事例

　また、３月13日に医療安全情報No.124「2016年に提供
した医療安全情報」、４月17日にNo.125「術前に中止する薬
剤の把握不足－経口避妊剤－」を公表しました。
　薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業は、2016年７月～
12月に報告いただいたヒヤリ・ハット事例を集計した第16回
集計報告を３月27日に公表しました。

No.124（１ページ目）

2016年に提供した
医療安全情報

２０１6年１月～１２月に医療安全情報No.110～No.121を提供いたしました。
今一度ご確認ください。

番号 タイトル

No.110

No.111

No.112

No.113

No.114

No.115

No.116

No.117

No.118

No.119

No.120

No.121

★のタイトルについては、提供後、２０１6年１２月３１日までに再発・類似事例が報告されています。

No.124　2017年3月

医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

医療事故情報収集等事業 医療安全情報　No.124　2017年3月

公益財団法人 日本医療機能評価機構

★誤った患者への輸血（第２報）

　パニック値の緊急連絡の遅れ

　２０１５年に提供した医療安全情報

★中心静脈カテーテル抜去後の空気塞栓症

★抗凝固剤・抗血小板剤の再開忘れ

　２０１２年から２０１４年に提供した医療安全情報

★与薬時の患者取り違え

★他施設からの食種情報の確認不足

★外観の類似した薬剤の取り違え

　シリンジポンプの薬剤量や溶液量の設定間違い

　薬剤名の表示がない注射器に入った薬剤の誤投与

　経鼻栄養チューブの誤挿入

No.125（１ページ目）

医療事故情報収集等事業 医療安全情報　No.125　2017年4月

医 療
安全情報

No.125　2017年4月

医療事故情報収集等事業

添付文書上、手術前４週以内の患者には「禁忌」
と記載がある経口避妊剤を中止しなかったため、
手術が延期になった事例が報告されています。

公益財団法人 日本医療機能評価機構

術前に中止する薬剤の把握不足
－経口避妊剤－

添付文書上、手術の際には「禁忌」と記載があることや、患者がその薬剤を内服して
いることを医療者が把握しておらず、手術が延期になった事例が２件報告されてい
ます。（集計期間：２０１３年１月１日～２０１７年2月28日）。この情報は、第４４回報告書
「個別のテーマの検討状況」（Ｐ１３０）で取り上げた内容を基に作成しました。

薬剤名 経口避妊剤背景

アンジュ２８錠

トリキュラー錠２８

初診を担当した医師Ａは、
患者が内服していることを
把握していたが、医師Ｂへ
伝えていなかった

医師や看護師に手術前の
内服が禁忌である薬剤とい
う知識がなかった

◆添付文書の「禁忌」に、「手術前４週以内、術後２週以内、産後４週以内及び長期間安静状態の患者
　［血液凝固能が亢進され、心血管系の副作用の危険性が高くなることがある］」と記載されています。
◆月経困難症治療剤にも手術前４週以内の患者には「禁忌」と記載がある薬剤があります。

●アンジュ２１錠／２８錠
●オーソ７７７－２１錠
●オーソＭ－２１錠
●シンフェーズＴ２８錠
●トリキュラー錠２１／２８
●ファボワール錠２１／２８
●マーベロン２１／２８
●ラベルフィーユ２１錠／２８錠
※PMDA｢医療用医薬品の添付文書情報」より
　（ 2017.2.28現在）

第７回医療政策勉強会　開催報告　（総務部）

　２月28日に「次期医療計画・介護保険事業計画を見据えた病院医療」の
テーマで産業医科大学医学部公衆衛生学教室　教授・松田晋哉先生にご講演
いただきました。福岡県の地域医療計画を策定された経験から、人口構成等
のデータに基づく医療必要度予測を踏まえて、地域で若い世代の医療・介護
職を養成したり、医療・介護と食や住を連携させる先進的な取り組みが各地で
始まっていることなど、幅広い事例をご紹介いただきました。



4 評価機構　NEWS LETTER　2017 年 5月

各事業のビジョンと今年度の事業計画

　当機構は、中立的・科学的な立場で医療の質・安全の向上と信頼できる医療の確保に関する事業を
行い、国民の健康と福祉の向上に寄与することを理念としています。
　また患者・家族、医療提供者等すべての関係者と信頼関係を築き、協働し、どこにも偏らず公正さを
保つことをその価値と考えています。
　今年度、当機構では、医療の質の向上や医療安全に資する事業を以下のように展開してまいります。

執行理事
（評価事業推進部・
評価事業審査部（兼）
教育研修事業部担当）

橋本　廸生

執行理事
（評価事業審査部担当）

長谷川　友紀

「次世代医療機能評価の
アジェンダ」達成に向けて

病院機能評価事業の現況と計画
　評価機構では、平成29年３月現在、2,193病院
を認定しており、長期的には、病院における質改善
文化を定着させることを目的として3,000病院の認
定を目指しています。平成29年度を、3,000病院
に向けたスタートとして位置付け、病院支援体制
を充実させます。
　受審準備に関する支援として、地域担当制の
導入により事務局機能を強化させ、各種支援メ
ニューを拡充します。また、質改善を促進させる支
援として、患者満足度・職員満足度調査の試行を

さらに進めるとともに、病院の改善事例の情報提
供など、体制の充実を図ります。

継続的な学習体制の提供
　病院組織への支援のみならず、病院職員の継続
した自己研鑽を支援するための環境整備を強化し
ます。これまでにセミナーを修了された方々に継続
的な学びの場を提供すべく、学習コンテンツの充
実を図り、各種研修と組み合わせた効果的な運用
を目指します。
　「医療対話推進者養成セミナー」の平成27年度
からの認定更新制度に続き、今後は「医療クオリ
ティ マネジャー養成セミナー」についても認定更
新制度の導入を予定しています。
　なお、昨年度から医療安全管理者を対象とした

「医療安全マスター養成プログラム」を開講しまし
た。さらにトップマネジメント層を対象としたセミ
ナーも企画しており、病院の人材養成を外側から
支援します。

病院機能評価に関する研究開発
　現在検討中の機能種別版評価項目３rdG:Ver.2.0
は、平成30年４月の運用開始に向けて、準備を進
めています。

副理事長

松原　謙二
専務理事

上田　茂
執行理事

亀田　俊忠
副理事長

相原　佳子
理事長

河北　博文

特　集
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各事業のビジョンと今年度の事業計画

　機能種別版評価項目3rdG:Ver.2.0では、現在運
用中の６つの機能種別（一般病院１、一般病院２、
リハビリテーション病院、慢性期病院、精神科病
院、緩和ケア病院）の評価項目および評価方法に
ついて一部見直しを行うほか、特定機能病院・大
学病院本院等を対象とした「一般病院３」を７つ目
の機能種別として開発を行っています。本年７月に
は、３rdG:Ver.2.0の受審受付を開始し、10月には
解説集の発売を予定しています。その他、病院機
能評価における導入効果の検証、地域の医療提供
施設と病院との連携を重視した新たな評価の検討
を進めます。

　認定病院患者安全推進協議会は、認定病院の
有志が主体となり、患者安全の推進を目的として
平成15年に組織化された協議体です。現在は認
定病院の約６割にあたる約1,400病院が会員とな
り、活動を展開しています。平成28年度は①薬剤
安全部会、②検査・処置・手術安全部会、③施
設・環境・設備安全部会、④教育プログラム部会、
⑤ジャーナル企画部会の５つの部会により、セミ
ナー・フォーラムを開催しています。また、年４回
の定期ジャーナルのほか、「転倒・転落予防」の別
冊を発行しました。
　新たなセミナー企画としては、チーム医療研修、
マニュアル検討会、鎮静ハンズオンセミナー、転倒・
転落予防の勉強会を開催し、今年度も継続して開
催します。院内自殺予防の研修は、研修企画から
10年を経過し、その成果について会員病院へアン
ケート調査を実施しました。その結果から、今後
も多くの病院へ院内自殺予防の推進について、情
報発信していく必要性を確信しています。

平成29年度の協議会活動に向けて
　認定病院患者安全推進協議会は、会員から医
療事故および警鐘的・教訓的事例を収集し、原因
分析と有効な防止策を検討して、その成果を還元
し、患者安全の推進を図ってまいります。

　平成27年度より、施設・環境・整備安全部会か
ら情報発信している、「物的環境要因による安全
管理の視点」についても収集した事例を通して情
報共有できるようホームページに公開してまいりま
す。機関誌「患者安全推進ジャーナル」は、今年
50号の発行を迎えるにあたり、特別企画のジャー
ナルを発行とともに、よりいっそう積極的な情報を
発信していきます。

産科医療補償制度の現況
　産科医療補償制度は、平成21年１月に発足して
から今年で９年目を迎えました。平成29年３月末
現在、補償対象者数は累計で1,993件となり、また
1,355事例の原因分析報告書を児・家族と分娩機
関に送付しました。

補償申請促進に関する周知
　本制度の補償申請期限は、児の満５歳の誕生日
です。また、平成27年１月の制度改定に伴い、平成
31年までの間は改定前後の2つの補償対象基準
が並存することとなります。
　このため、補償対象基準が正しく理解され、補
償申請が漏れなく行われるよう、関係学会・団体
の学術集会等における制度に関する講演や、「産
科医療補償制度ニュース」の発刊などを通じて、妊
産婦、加入分娩機関、診断協力医、関係学会・団
体等の制度関係者に周知を行います。

審査・補償の実施
　２つの補償対象基準による審査が児の出生年
に応じ適正に行われるよう、審査態勢の強化を図
ります。また、補償対象の考え方に対する制度関
係者の理解が一層深まるよう、「補償対象に関する
参考事例集」の改訂等を行います。

産科医療の更なる質の向上に
向けて

執行理事
（産科医療補償制度運営部担当）
産科医療補償制度事業管理者　

鈴木　英明

認定病院患者安全推進協議会
の今後の展開

執行理事
（教育研修事業部担当）

橋本　廸生
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原因分析の実施　
　原因分析報告書の質および均質性を維持した上
で安定的に運営できるよう、部会審議や報告書作
成業務の更なる効率化を図ります。
　また、本制度の透明性の確保や産科医療の質の
向上をさらに図る観点から、原因分析報告書要約
版について、本制度ホームページ上でキーワードに
よる事例の検索を可能としております。

再発防止の実施
　「第８回　再発防止に関する報告書」を取りまと
める予定です。報告書の取りまとめにあたっては、
従来の分析に加え、産科医療の質の向上が図られ
ているかについて検証する仕組みを検討します。

　EBM普及推進事業（Minds）は厚生労働省委託
事業として運営されています。Mindsでは、診療ガ
イドラインを「患者と医療者の意思決定を支援す
るために最適と考えられる推奨を提示する文書」
と定義し、診療ガイドラインの普及推進に取り組
んでいます。
　平成29年度は、昨年度から重点的に取り組んで
いる、診療ガイドラインの活用促進をさらに発展さ
せていきます。診療ガイドラインの望ましい活用方
法について引き続き検討を行いつつ、学会や医師
会等と連携を深めながら診療現場のニーズに応じ
た情報提供の仕組みやツールの開発・提供を目指
します。また、診療ガイドラインが活用される機会
を増やすために、Mindsウェブサイトにより多くの
診療ガイドラインを掲載し、さらに閲覧しやすくす
るためのシステム改修を実施します。
　診療ガイドラインは「患者と医療者の意思決定
を支援する」ものですので、患者が診療ガイドライ
ンについて理解することも重要です。そこで、患者・
市民向けに診療ガイドラインの意義や役割、活用

方法の解説を提供します。また、診療ガイドライン
そのものに患者・市民の希望や価値観を取り入れ
ることも求められています。診療ガイドライン作成
に参加したいと希望する患者･市民を対象に研修
会を提供できるよう検討を進めます。
　患者・市民と医療者が診療ガイドラインを活用
することで、診療ガイドラインを中心とした「患者
と医療者の協働の意思決定」がより一層進むよ
う、患者・市民と医療者双方への支援のさらなる
充実を目指します。

医療事故防止事業部について
　医療事故防止事業部は、医療事故の発生予防お
よび再発防止を目的として、医療機関の医療事故
情報とヒヤリ・ハット事例（ヒヤッとしたりハッとし
た事例です）の収集・分析・情報提供を行う医療
事故情報収集等事業と、保険薬局のヒヤリ・ハッ
ト事例を収集・分析する薬局ヒヤリ・ハット事例収
集・分析事業を運営しています。情報は匿名化し、
懲罰的な取扱いをしないなど、医療機関が報告し
やすくしながら、多くの事例を収集・分析し、医療
の安全を高める活動を行います。これらの事業は、
最近では、国際学会であるISQuaや、国際機関であ
るWHOなど海外からも注目されており、その成果
を国内外の会議、学会で発表しています。

医療事故情報収集等事業
　医療事故情報収集等事業の参加登録医療機関
は、平成28年12月には1,447施設となりました。医
療事故情報の報告件数は毎年増加し平成28年に
は3,882件の報告がありました。これは、医療事故
を本事業に報告して全国の医療安全に役立てるこ
とへの理解が進んでいることのあらわれと考えてい
ます。それらの事例を分析し、四半期ごとの報告書

情報の共有による医療安全の
推進 

執行理事
（医療安全担当）

後　信

診療ガイドラインのさらなる活
用、協働意思決定を目指して

執行理事
（EBM医療情報部担当）

山口　直人
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各事業のビジョンと今年度の事業計画

および年報で公表しています。例えば、抗がん剤に
関する医療事故の分析など、医療機関にとって関心
が高い分析を多く行っています。さらに、医療安全
情報（図１）を全国の病院の約70%にあたる5,929
医療機関（平成29年3月現在）に毎月ファックスで
配信し、ホームページに掲載するとともに、海外の
団体を通じた情報発信も行っています。ホームペー
ジでは、テーマごとの分析結果の閲覧や、公開して
いる報告事例の検索が可能であり、どなたでもご覧
いただけます。平成29年３月のホームページの改修
を経て、医療関係者や研究者、医薬品や医療機器
の製造販売を行う企業の
関係者、行政関係者、そし
て国民の皆様に、これらの
情報を一層ご活用いただけ
るように、広く周知してまい
ります。また、本事業への
理解を深め、より質の高い
報告をしていただくための
研修会を開催することとし
ています。

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業
　医療機関で処方箋を受け取ったら、そのあと薬局
に処方箋を持って行き、お薬を調剤してもらうこと
になります。有効性が高いけれども副作用も強いお
薬がこれからも増えますので、薬局では、安全に配
慮した調剤を行う必要があります。薬局ヒヤリ・ハッ
ト事例収集・分析事業は、参加薬局数が8,700を超
えました。報告された事例の集計・分析結果は、半
年ごとの集計報告および年報で公表しています。ま
た、収集した事例の中から、特に広く共有すること
が必要であると思われる事例について共有すべき
事例として毎月公表しています。薬局や薬剤師に、
地域の住民の皆さまのかかりつけとしての機能がま
すます求められる中で、薬局の医療安全の向上に有
用な事例や分析結果を多く提供してまいります。さ
らに、処方箋に間違いが疑われる場合に、薬局が医
療機関にそのことを確認する疑義照会に関する事
例の報告が年々増えています。その分析により、医
療機関と薬局の連携の重要性や、連携をうまく行う
ためのポイントを学ぶことが出来ます。平成29年度
は、薬局と医療機関との連携を進めていきます。

　中立的・科学的な第三者機関として医療の質・安
全の向上を支援するという当機構の目的を実現するた
め、国内外への情報の発信を通じた連携を図ります。

１．中期（5ヵ年）事業計画策定
　平成25年度から開始した中期事業計画が５年目
を迎えるため、達成状況を踏まえ、平成30年度か
らの５ヵ年に関する次期中期事業計画を各事業で
策定します。

２．国際連携
（１）国際医療の質学会 (ISQua) 国際認定の更新受審
　平成24年度（2013年度）に受審・認定を取得し
た国際第三者評価の認定期限を迎えることから、組
織認定および項目認定を受審し、病院機能評価事
業および評価機構組織の継続的な向上を図ります。

（２）オンラインセミナー（webinar）の実施
　 昨 年 度に引き続き、ISQuaの 教 育 プログラム 

（ISQuaフェローシップ）と連携して日本語および英
語でオンラインセミナーを開催し、医療の質・安全
の向上に資する情報を提供します。年間３－４回開
催を予定しています。

（３）第34回ISQua国際学術総会への参加
　10月にロンドンで開催される標記学会に参加し、
医療の質と安全の向上に関する評価機構の取り組
みを発表するとともに、海外の最新の情報を収集し
て評価機構内外の関係者に還元します。

３．その他
　昨年度に引き続き、①医療政策勉強会の開催、②
ニューズレターの発行、webサイト・フェイスブック
ページの管理等の広報　等により、国内外の幅広い
関係者との連携を図ります。

その他事業　事業計画

執行理事
（国際担当）

今中　雄一

専務理事

上田　茂

経鼻栄養チューブを挿入後、気泡音の聴取のみ
で胃内に入ったと判断したが、実際には気道に
誤挿入されていた事例が報告されています。
いずれも、誤挿入のまま栄養剤や内服薬を注入
し、患者の呼吸状態に影響があった事例です。

経鼻栄養チューブを誤って気道に挿入していたが、気泡音の聴取のみで胃内にチュ
ーブが入ったと判断し、栄養剤や内服薬を注入した事例が11件報告されています
（集計期間：２０１３年１月１日～２０１６年10月31日）。この情報は、第４３回報告書
「個別のテーマの検討状況」（Ｐ１４７）で取り上げた内容を基に作成しました。

経鼻栄養チューブの
誤挿入

No.121　2016年12月

医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

公益財団法人 日本医療機能評価機構

医療事故情報収集等事業 医療安全情報　No.121　2016年12月

事例1のイメージ

1 2

音が聞こえました。
栄養剤を開始して
ください。

図１　医療安全情報

次号は「病院機能評価事業」の特集を掲載します。
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Information

5月～10月

　各イベントの申し込み方法、詳細については当機構のホームページのイベント情報をご覧
ください。開催日の概ね２か月前よりお申し込みの受付を開始します。
http://www.jcqhc.or.jp/　日本医療機能評価機構▶ホーム▶イベント情報

５月

17日　　　（PSP） 第１回施設・環境・設備安全セミナー
　　　　　（福岡開催）

18日　　　医療対話推進者養成セミナー導入編

29日　　　（PSP）第４回「転倒・転落」予防のための
　　　　　勉強会（石川開催）

６月

３日　　　第１回病院機能改善支援セミナー

３日　　　（PSP）第１回患者安全推進地域フォーラム
　　　　（旭川開催）

９・10日　医療対話推進者養成セミナー　基礎編Ａ

21日　　　第８回医療政策勉強会

７月
19・20日　第１回医療クオリティ マネジャー養成セミナー
　　　　　（１･２日目）

29・30日　医療対話推進者養成セミナー　基礎編Ｂ

８月

５・６日　医療対話推進者養成セミナー　基礎編Ｃ

18・19日　第１回医療クオリティ マネジャー養成セミナー
　　　　　（３･４日目）

26・27日　医療対話推進者養成セミナー　基礎編Ｈ
　　　　　（福岡開催）

９月 13・14日　第２回医療クオリティ マネジャー養成セミナー
　　　　　（１･２日目）

10月 19・20日　第２回医療クオリティ マネジャー養成セミナー
　　　　　（３･４日目）

詳細は順次掲載されるホームページをご覧ください。

発行：公益財団法人日本医療機能評価機構（略称：評価機構）
発行責任者：河北　博文
〒101-0061　東京都千代田区三崎町１丁目４番17号　東洋ビル
TEL：03-5217-2320（代）／（編集：総務部情報企画課）03-5217-2335
http://www.jcqhc.or.jp/　　e-mail:info@jcqhc.or.jp
本誌掲載記事の無断転載を禁じます

評価機構

NEWS LETTER 2017 年５月１日発行
（奇数月１日発行）

■ホームページのリニューアル
　（医療事故防止事業部）
　医療事故情報収集等事業、薬局ヒヤリ・ハット事
例収集・分析事業では、２０１７年３月末にホーム
ページをリニューアルしました。スマートフォンやタ
ブレット端末にも対応させ、それらの端末からでも
見やすく、使いやすいページになっています。
　是非新しくなったホームページをご覧になり、医
療安全対策の推進のためにご活用ください。
　詳細は、各事業のホームページをご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
　http://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/

　この度、評価機構ホームページをリニューアルしました。評価機
構のポータルサイトとし、わかりやすい情報提供に努めてまいり
ますので、ぜひご覧ください。
　今年度もご愛読よろしくお願い申し上げます。

編 後集 記

　総合的な医療の質向上の支援のため、医療政策・
医療制度の最新のテーマ、トピックについて専門家
にご講演いただく、医療政策勉強会を以下のとおり
開催します。

［日　時］６月21日（水）18:30～20:00（18:00開場）

［会　場］公益財団法人　日本医療機能評価機構
　　　　９階ホール（東京都千代田区）

［演　者］マサチューセッツ総合病院
　　　　循環器内科指導医　島田　悠一　氏

［テーマ］米国における専門医制度と医師の働き方
［対　象］医療者・病院関係者　等
［定　員］80名
［参加費］2,000円 (税込み)
［申込方法］当機構ウェブサイト「イベント情報」

　　　　欄よりお申込ください。
［問合せ］総務部（03-5217-2335）

■��第８回　医療政策勉強会


